
　　　　　　　　　改正労働者派遣法に基づき、マージン率等について公開します。

1 労働者派遣の実績及びマージン率

　　愛知県刈谷市東刈谷町１－２２－１５

※2025年6月1日現在

●マージン率とは
派遣先より株式会社　総美に支払われる派遣料金から、派遣労働者に支払う賃金を差し引いた
残りの額がマージンであり、これを派遣料金で除して得られた率をマージン率といいます。

●マージン率に含まれる費用
雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料、労災保険料など

の事業主負担分

年次有給休暇取得時にかかる賃金（派遣先への請求はありません）

募集費用 人材募集に関わる広告宣伝費、出張面接費用など

内勤社員の給料、社会保険、雇用保険の負担費用、事務所費、

法廷手続経費、通信費、送迎車経費など
就業管理費用 教育訓練、事務管理費など

労働者派遣の料金から労働者の賃金、社会保険料、有給休暇

費用、会社運営経費を差し引いた利益

2 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
　

対象者となる派遣労働者

雇入時・派遣中など

ＯＪＴ 無償 有給
ＯＪＴ 無償 有給
ＯＪＴ 無償 有給

■キャリア・コンサルティング相談窓口 派遣事業部　伴　直哉　　　0566-24-1248

3 その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項
・寮完備（生活備品あり）
・各派遣先への送迎あり

4 雇用安定措置を講じた人数
・派遣先への直接雇用の依頼を講じた人数　3人
・新たな派遣先の提供を講じた人数　0人
・当社で派遣労働者以外の労働者として無期雇用した人数　0人
・その他の措置を講じた人数　3人

5 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
□労使協定を締結していない
☑労使協定を締結している
　　　・協定労働者の範囲　　　　　全ての派遣労働者
　　　・協定書の有効期間終期　　2026年3月31日

　株式会社　総　美
許可番号　派　23-110047

マージン率等の公開資料

無償 有給

営業利益

営業費用

社会保険料

会社運営
経費

　　株式会社　総美

有給休暇費用

②派遣労働者の賃金　　　　
　（1日8時間当たりの平均）　　

マ　ー　ジ　ン　率　　　　　　
（①-②）÷①　　　　　　　

76人
7カ所

16,608円

社内ルール、ビジネスマナー、及
び安全に関する教育 雇入時 OFF-ＪＴ

訓　練　種　別

測定器具研修 派遣中

11,416円

31.3%

拠点名称
拠点の所在地

派　遣　労　働　者　数　　
派　遣　先　事　業　所　数
①労働者派遣の料金　　　　

　（1日8時間当たりの平均）　　

各種ＰＣ研修 派遣中

訓練方法 訓練費用 賃金支給

リフト講習（構内1トン未満） 派遣中


